
JP 6486891 B2 2019.3.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顔、唇、及び咽の筋肉のトレーニングのための装置であって、
　硬いスクリーン（１）であって、スクリーン（１）が利用されるときに、スクリーンの
端（１２，１３）が口の両側にあるユーザの小臼歯を通り越すようにして、ユーザの口の
中の歯茎と上唇及び下唇との間に挿入可能な硬いスクリーン（１）と、
　スクリーンの正面（４）に取り付けられた、グリップ（３）を含む硬い柄（２）を備え
、装置の使用時に引張荷重を唇に伝達する、引張取っ手と、
　を有し、
　スクリーン（１）は、水平視及び垂直視の両方においてそれぞれ、一般にＵ字型の突起
を有する複合湾曲から成り、
　スクリーン（１）は、垂直視において、凸凹の断面形状を持ち、
　スクリーン（１）は、凸凹の断面形状により、スクリーンの凹形の背面側で、スクリー
ンの上半分（５）と下半分（６）の間の中間角（α）を囲み、
　凸凹の断面形状は、スクリーン（１）の端（１２，１３）に向かって徐々に平らになり
、
　テクスチャ（１４，１５）がスクリーン（１）の正面（４）に適用され、
　テクスチャは、規則的な又は不規則なパターンの隆起であることを特徴とする装置。
【請求項２】
　中間角（α）は、スクリーンの中央領域で１２０～１４０°程度になる、請求項１に記
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載の唇と顔の筋肉のトレーニング装置。
【請求項３】
　中間角（α）は、スクリーン（１）のわずかにＳ字型の断面形状において、スクリーン
の半分（５，６）が交わる垂直の中領域での約１２０°から、スクリーン（１）の上下の
エッジ（１０，１１）での約１４０°に及ぶ、請求項２に記載の唇と顔の筋肉のトレーニ
ング装置。
【請求項４】
　スクリーン（１）には開口がない、請求項１から請求項３のいずれかに記載の唇と顔の
筋肉のトレーニング装置。
【請求項５】
　テクスチャは、成形又は吹き付け加工により、スクリーンの正面に適用される、請求項
１に記載の唇と顔の筋肉のトレーニング装置。
【請求項６】
　柄（２）は、水平の主要寸法（ｗ）を持つ平らな形状である、請求項１から請求項５の
いずれかに記載の唇と顔の筋肉のトレーニング装置。
【請求項７】
　グリップ（３）は柄（２）の自由端に接続され、柄の長手方向（Ｌ）から外れるように
角度がつけられる、請求項１から請求項６のいずれかに記載の唇と顔の筋肉のトレーニン
グ装置。
【請求項８】
　器具を取り付けるためのラグ（７）は、グリップ（３）が柄（２）に接続される領域に
形成される、請求項１に記載の唇と顔の筋肉のトレーニング装置。
【請求項９】
　上側の凹部（１６）と反対の下側の凹部（１７）は、それぞれ、スクリーン（１）の上
側のエッジと下側のエッジに形成される、請求項１から請求項８のいずれかに記載の唇と
顔の筋肉のトレーニング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、治療的使用のための装置に関し、特に、とりわけ、顔、口、喉の筋肉機能を
回復する及び改善するためのトレーニングに有用なオーラルスクリーンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　唇の筋肉のトレーニングは脳卒中患者の嚥下能力を改善することが研究で示されている
（Haegg Mary及びAnniko Matti，２００８年“嚥下障害を伴う脳卒中患者における唇の筋
肉のトレーニング（Lip muscle training in stroke patients with dysphagia）”, Act
a Oto-Laryngologica，１２８：９，１０２７－１０３３；２０１０年“脳卒中患者と健
常者における、唇の力の、嚥下能力への影響（Influence of lip force on swallowing c
apacity in stroke patients and in healthy subjects）”， Acta Oto-Laryngologica
，１３０：１２０４－８、及びHaegg Mary, Tibbling Lita ２０１３年“嚥下障害に関連
した脳卒中についての口蓋プレートとオーラルスクリーントレーニングの長期の効果と結
果の差（Longstanding effect and outcome differences of palatal plate and oral sc
reen training on stroke related dysphagia）”, オープンリハビリテーションジャー
ナル（The Open Rehabilitation Journal），２０１３年，６，２６－３３を参照）。
【０００３】
　確かに、閉じた唇の後ろに予め歯科的に口の中に挿入可能で、引張荷重が加えられるオ
ーラルスクリーンを使用したトレーニングは、唇の筋肉の刺激及び活性化に有効であるだ
けでなく、口腔顔面の複合体全体の及び食道の上部３分の１の他の筋肉と、感覚頭蓋迷走
神経を通じた胃にも影響を及ぼし、さらに、人間の総合的な運動スキルの改善をもたらす
。また、脳卒中、口腔顔面がん、染色体異常、及び事故による外傷以外の神経疾患によっ
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て生じる、又は例えば老化などの自然の原因によって生じる、障害のある筋肉機能を回復
し改善するのにも有用である。
【０００４】
　唇と頬の領域のための訓練装置は、以前に、米国特許第３７４４４８５号明細書によっ
て開示されている。この装置は、口の中に導入し、ユーザの歯と、口に直接隣接した内唇
の領域とによって画定される空間に合うように適応される。装置は、取っ手と、取っ手に
接続されたＵ字型のフランジとを含む。このフランジは上述した領域に適合し、領域上で
フランジを覆って閉じた口とそこから外側に伸びる取っ手により、内側と外側への動きが
装置に伝えられる。
【０００５】
　唇の筋肉の訓練のために設計された装置は、以前から、独国実用新案登録第９００１０
０１号明細書により知られている。この装置は、ユーザの唇の後ろへの挿入のために設計
されたマウスピースと、長いワイヤ形状のバーによってマウスピースの前に接続された取
っ手を含み、これにより張力がマウスピースに加えられる。マウスピースは、唇に面した
凸状の正面側と、歯に面した凹状の背面側とを含む。
【０００６】
　独国実用新案登録第９００１００１号明細書に開示されたマウスピースは、基本的に、
話者、歌手、及び金管楽器と木管楽器の演奏者などの強力で弾力性のある唇を特に必要と
するユーザの唇の筋肉を強化するためのものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第３７４４４８５号明細書
【特許文献２】独国実用新案登録第９００１００１号明細書
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Haegg Mary及びAnniko Matti, 2008 “Lip muscle training in stroke
 patients with dysphagia”, Acta Oto-Laryngologica, 128:9, 1027-1033
【非特許文献２】2010 “Influence of lip force on swallowing capacity in stroke p
atients and in healthy subjects”, Acta Oto-Laryngologica 130: 1204-8
【非特許文献３】Haegg Mary, Tibbling Lita 2013 “Longstanding effect and outcome
 differences of palatal plate and oral screen training on stroke related dysphag
ia”, The Open Rehabilitation Journal, 2013, 6, 26-33
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、米国特許第３７４４４８５号明細書と独国実用新案登録第９００１００
１号明細書は、顔、口、及び喉の病理学的に障害のある筋肉機能を持つ、より多くの患者
において筋肉の感覚運動の刺激をもたらす、人間工学の及び効率的な唇と顔の筋肉の訓練
器を探している当業者へのアドバイスをほとんど含まない。
【００１０】
　本発明は、使用時に、唇の、且つ潜在的に口腔顔面複合体全体（唇、顔、咽の筋肉）の
、改善された感覚運動の刺激を与える装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　その目的は、ユーザの口の上唇と下唇の後ろに挿入可能な装置により達成される。その
装置は、複合湾曲を有する硬いスクリーンを備え、硬いスクリーンは、水平面において一
般的にＵ字型の形状を持ち、且つ、垂直面において中央の中領域から左及び右の端に向か
って徐々に平らになる凸凹の断面形状を持つ。両端は、利用されるときに、ユーザの上顎
と下顎の両側の小臼歯を少なくとも超えるところまで達するように伸ばされる。さらに、
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取っ手が、スクリーンの凸状の正面の中央の中領域から前方に伸びるように、配置される
。取っ手は、垂直視において柄から分岐するスクリーンの上半分と下半分に対して中立の
角度で正面から突き出る硬い柄を含む。
【００１２】
　スクリーンの複合湾曲は、ユーザの口内でのスクリーンの快適な利用を確実にするだけ
でなく、口と頬のより多くの神経と筋肉に作用し刺激するために、スクリーンの寸法の最
大化を可能にする。
【００１３】
　患者に行われた試験は、請求項に記載したような複合湾曲と側方伸長を有するオーラル
スクリーンを使用したトレーニングが、訓練を受けた者の監視下で、嚥下行為を開始する
のに類似した自然の方法で、唇から胃まで、口腔顔面複合体の筋肉と脳神経を含む、全体
の自然の神経筋の連鎖活動を実際に刺激できることを示す。
【００１４】
　特に、口の両側の小臼歯を越えるスクリーンの説明した伸長は、嚥下能力のために重要
である頬筋の筋肉と頬筋の機構を確実に効率的に刺激する（この文脈において使用される
ように、人の嚥下能力は、口輪筋、頬筋、上咽頭収縮筋の同時活性化を引き起こす）。
【００１５】
　好ましい実施形態などで、摩擦増強テクスチャがオーラルスクリーンの正面に適用され
るときに、感覚運動刺激はさらに改善されうる。
【００１６】
　テクスチャ（texture）は、平行に走る又は互いに交差する規則的な又は不規則なパタ
ーンの隆起又は溝の形状で、又は小さい空洞又は突起又はそれらの組み合わせの形状で、
実現されうる。好ましい実施形態において、テクスチャは、成形中にスクリーンの正面に
刷り込まれた粗い表面構造、又は成形後に正面に吹き付け加工されることによって生じる
粗い表面構造として実現される。
【００１７】
　本発明のオーラルスクリーンは、有利に及び好ましくは、アクリルプラスチックなどの
プラスチック材料内の成形により、１つのもので形成される。例えば、金属又は他のプラ
スチック材料が、代わりに、オーラルスクリーンを生成するのに使用されうる。
【００１８】
　正面から突き出る柄は、水平の主要寸法を持つ平らな形状であることがさらに好ましい
。特に、柄の長手方向の寸法に横断する水平幅は、構造的な安定性と強度を装置に提供す
るためだけでなく、オーラルスクリーンを使用中に柄が閉じた唇の間を突き出るような従
来技術と比較して、柄の水平寸法が増加する唇の接触領域を提供するのにも、重要である
。唇の柄との接触は、ユーザが装置を正しく位置付けるのに役立ち、全体の頬筋の機構の
筋肉制御と活性化に役立つため、トレーニング中、重要であると考えられる。
【００１９】
　柄の目的は、スクリーンの正面から離れて向いている柄の自由端に接続されたグリップ
によって手動で加えられうる引張荷重を伝達することである。グリップは、ユーザの指又
は親指の挿入に適した目として形成され、さらにユーザの手によって握られるのに十分な
大きさにされる。
【００２０】
　グリップが柄に接続される範囲内において、その範囲内に形成され、柄の長手方向で作
動される計測機器を取り付けるためのラグへの接続を提供するために、グリップは柄の方
向から外れるように角度がつけられても良い。計測機器の取り付けの主要目的は、ユーザ
の状態を判断することと、トレーニングを追跡し、状態を変化させることである。ラグは
、さらに、計測機器を用いて又は他の制御可能な引張ばねを用いて、制御された引張荷重
を加えるために使用されても良い。
【００２１】
　唇と頬の最大の感覚運動刺激のための接触を提供するために、スクリーンの上半分と下
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半分は、上唇と下唇を、付随している歯茎にそれぞれ接続する遷移領域間の垂直距離を実
質的に覆うような寸法にされる。この目的のために、上側の凹部と反対の下側の凹部が、
スクリーンの上側のエッジと下側のエッジに形成される。凹部は、皮膚の上下の突起（lu
gs）又は唇帯（lip bands）の適合に適したＶ字形状であり、唇と歯茎に付着する。
【００２２】
　上記から理解されるように、本発明は、唇が柄の周辺で閉じられるときに、利用される
位置において、オーラルスクリーンが、唇と歯茎の間の全ての垂直空間を実質的に占める
ことを教示する。この広い適用範囲は、オーラルスクリーンの湾曲と垂直断面形状を注意
深く決定することにより、成し遂げられうる。それは、唇を歯茎につなぐ組織の不快な応
力を避けるために重大な本質である。好ましい実施形態において、オーラルスクリーンは
、分岐する上半分のスクリーンと下半分のスクリーンの間の中間の垂直角（１２０°～１
４０°程度になる）を囲む垂直面の断面形状を持つように設計される。現在の非常に好ま
しい実施形態において、中間角は、平均約１３０°である、又はスクリーンの半分が交わ
る垂直の中領域での約１２０°から、オーラルスクリーンのわずかにＳ字型の断面形状に
おける上側のエッジ及び下側のエッジでの約１４０°以下に及ぶ。
【００２３】
　特に、臨床検査は、ここで開示されたように設計されたオーラルスクリーンを使用した
トレーニングが、口の、咽頭の、及び食道の段階で、嚥下障害（swallowing problem）／
嚥下障害（dysphagia）を持つ患者の治療に有益な効果があることを示した。これは、引
張荷重による唇の筋肉の応力が、口、咽頭、及び食道（gullet）又は食道（esophagus）
の上部の一連の神経筋の活動、嚥下行為を引き起こすものと同じ活動を開始するという事
実に起因すると考えられる。特に、本発明において提供されているように、向上された感
覚運動刺激の効果が得られるオーラルスクリーンは、使用時に、唇の閉鎖と口腔内の負圧
の生成に関わる顔の筋肉、鼻咽頭の領域の閉鎖と嚥下行為の準備に関わる筋肉（それらの
全ては顔面神経と頬筋機構とに関連している）の同時活性化を刺激し引き起こす。
【００２４】
　嚥下能力への好影響以外に、オーラルスクリーンを使用したトレーニングには、さらに
、例えば、いびき又はよだれを低減する、又は顔の表現能力を改善する、発話を改善する
、及び外傷後の顔の対称性を再現するという効果がある。これらの利点と他の利点は、本
発明のオーラルスクリーンを使用して得られる。以下に、本発明を特性付ける特徴につい
て、より詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明のオーラルスクリーンの斜視図である。
【図２】図１のオーラルスクリーンの正面図である。
【図３】上からの図である。
【図４】図１～図３に示されるオーラルスクリーンの中央の中領域を通る垂直面の断面図
と垂直投影図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　添付の概略図を参照して、本発明の実施形態について詳細にここで説明する。
【００２７】
　図面を参照すると、本発明の唇と顔の筋肉のトレーニング装置は、スクリーン１を含む
。柄２とグリップ３を含む引張取っ手が、その正面４の中央の中領域において、スクリー
ン１に取り付けられている。
【００２８】
　図４に示されるように、柄２は、オーラルスクリーンと交差してオーラルスクリーンを
上半分５と下半分６に分割する水平面Ｌ内に伸びる。
【００２９】
　基本的に、上半分５と下半分６は、互いの鏡像であるが、完全に同一である必要はない
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。しかし、実質的な対称のデザインは、ユーザが使用時に装置を１８０°変えるのを可能
に、例えば、柔軟性に劣る手で柄の周りを握るのを容易にするために設計されても良い。
【００３０】
　特に、上述した理由により、柄２は平らな形状を持ち、柄の長手方向の伸長に横断する
柄の水平幅ｗは、垂直高さｈより数倍大きい。当業者にとって限定しない装置として、柄
の幅ｗはほぼ１０～１５ｍｍ程度であっても良く、それに対し、厚さ又は高さｈは約３ｍ
ｍであっても良い。
【００３１】
　目の形で形成されるように示された実施形態において、グリップ３は、目の部分を柄２
の長手方向の伸長Ｌから外れるように向けさせる曲線状の領域Ｒを介して、柄２の自由端
に接続されている。図において、グリップ３は、柄の面の下方を向くように形成されるけ
れども、これに代えて、他の実施形態においては、柄の面の上方を向いていても良い。
【００３２】
　グリップ３の軸方向の内側で、スクリーン１への長手方向において見られるように、ラ
グ７が柄２の開口として形成される。ラグ７は、曲線状の領域Ｒ内に又はその近くに位置
付けられても良く、張力計測機器又は引張荷重印加装置（いずれも図示せず）の取り付け
に適している。
【００３３】
　スクリーン１に戻り、スクリーン１には、一般的にＵ字型の水平突起（図３参照）と一
般的にＵ字型又はＳ字型の垂直突起（図４参照）を含む複合湾曲が備えられている。より
正確に言うと、スクリーンの左右の翼８，９は、使用される位置においてユーザの口の両
側の小臼歯を十分に越えるところまで達するように、長手方向Ｌにおいて曲線状に伸びる
。このため、スクリーンの長手方向の伸長ｌは、大人向けのオーラルスクリーンにおいて
、少なくとも３０ｍｍである必要がある。子どものオーラルスクリーンでは、その大きさ
は、例えばほぼ２２～２５ｍｍ程度である。
【００３４】
　図４で最もよく示されているように、スクリーン１は、曲線状の断面形状と垂直面にお
ける突起を持ち、スクリーンの上半分と下半分の間の中間角αを囲む。中間角αは、法線
Ｎから水平面Ｌ且つ柄２の方にそれる、スクリーンの上半分５と下半分６によって生じる
。柄２は、法線Ｎに対して直角に、又は言い換えると、スクリーンの分岐している上半分
と下半分に対して中立の角度で、スクリーン１に取り付けられる。特に、中間角αは、ス
クリーンの垂直の伸長に従って変化しても良い。より正確に言うと、水平面Ｌの両側にお
いて、スクリーン１の垂直視の湾曲は、垂直の中領域での中間角αｍｉｎから、垂直形状
の上端１０及び下端１１とスクリーンの突起に向かう中間角αｍａｘまで変化する、多数
の中間角αから成っても良い。示される好ましい実施形態において、可変の中間角は、わ
ずかなＳ字型の形状を形成し、この場合、αｍｉｎはほぼ２５°～３５°程度の法線Ｎか
らの偏差ｄ＋に一致し、一方でαｍａｘはほぼ１５°～２５°程度の法線Ｎからの偏差ｄ
－に一致する。それ故、スクリーン１の上半分５と下半分６は、中央の中領域での約１２
０°から、垂直形状の上端及び下端と図４に示される突起に向かう約１４０°まで変化す
るけれども、平均して約１３０°の中間角α（最大と最小）を囲む。
【００３５】
　しかし、特に、上述したように、スクリーンに適用される湾曲は、スクリーンの後端１
２，１３に向かって減り、後端１２，１３の近くの垂直断面で見れば一般的に平らである
。
【００３６】
　スクリーン１と、グリップ３を備えた柄２は、適切な成形可能な材料で作られる成形品
などのように、一つの要素に一体化される。全てのエッジ、特に、スクリーン１の周辺の
連続して続くエッジは、丸められて滑らかにされる。装置全体の平均の厚さは、約３ｍｍ
ほどであっても良い。
【００３７】
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　本発明の唇と顔の筋肉のトレーニング装置の生成において、テクスチャ（texture）が
スクリーン１の正面４に適用される。テクスチャは、図１に示されるリボン、隆起、又は
溝１４などのように、成形中に正面に刷り込まれた規則的な又は不規則なパターンであっ
ても良い。代替案として、テクスチャは、図３に示される粗い表面構造１５などのように
、成形中に刷り込まれた又は成形後に吹き付け加工されることによって適用されるランダ
ムなパターンであっても良い。
【００３８】
　装置の使用中に、柄を用いて加えられる引張荷重により、スクリーンが唇の内側に押し
つけられるときに、スクリーンの正面に適用されるテクスチャが、唇の感覚運動の刺激を
増強することが分かる。増強される刺激と同じ目的のために、最大化された活性化領域に
よって、スクリーンはさらに、垂直形状（図４参照）の上端１０と下端１１の間の垂直距
離ｖ（装置の大人バージョンで約３０～３５ｍｍ、子供バージョンで約２５ｍｍ）に広が
るように、設計される。スクリーンを提案された大きさにできるようにするために、一般
的にＶ字型の凹部１６，１７の形状の起伏がスクリーンの上側と下側のエッジの両方にそ
れぞれ形成されて、上唇と下唇を隣接する歯茎につなぐ皮膚の突起（skin lugs）又は唇
帯（lip bands）に適合する。
【００３９】
　上記から、当業者は、特許請求の範囲と明細書に示されているような本発明の範囲と教
示から逸脱することなく、詳細の変更が可能であることが分かる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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